
 
 

 
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

近
年
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
型
投
資
・
ロ
マ
ン
ス
詐
欺
を
含
む
特
殊
詐
欺
等
が
急
増
し
て
い
る
中
、
特
に
預
貯
金
や
暗
号
資
産
の
口
座

等
を
不
正
に
利
用
し
た
金
融
犯
罪
へ
の
対
策
が
急
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
融
機
関
や
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
始
め
と
し
た

特
定
事
業
者
と
の
連
携
を
強
化
し
、
口
座
等
の
不
正
利
用
に
係
る
情
報
の
共
有
に
一
層
努
め
る
こ
と
。 

 

二 

預
貯
金
口
座
等
の
不
正
利
用
対
策
を
一
層
強
化
す
る
た
め
、
預
貯
金
通
帳
の
不
正
な
譲
渡
等
及
び
い
わ
ゆ
る
「
送
金
バ
イ

ト
」
に
係
る
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
関
係
省
庁
間
で
緊
密
に
連
携
し
て
効
果
的
に
国
民
に
十
分
に
周
知
す
る
こ
と
。 

 

三 

「
送
金
バ
イ
ト
」
に
つ
い
て
新
た
に
創
設
さ
れ
た
罰
則
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
正
当
な
社
会
経
済
活
動
や
商
取
引

等
で
行
わ
れ
る
送
金
代
行
行
為
を
抑
制
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
許
容
さ
れ
る
事
例
を
可
能
な
限
り
明
示
す
る
こ
と
。 

 

四 

い
わ
ゆ
る
「
架
空
名
義
口
座
」
を
利
用
し
た
新
た
な
措
置
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
従
事
す
る
警
察
官
の
安
全
を
確

保
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
実
施
要
領
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
組
織
的
な
対
応
を
担
保
し
、
恣
意
的
な
運
用
に
な
ら
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
同
措
置
に
協
力
す
る
金
融
機
関
等
の
業
務
へ
の
負
担
に
十
分
配
意
す
る
こ
と
。 

 

五 

「
架
空
名
義
口
座
」
に
移
転
さ
れ
た
財
産
の
返
還
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
同
口
座
へ
財
産
を
移
転
し
た
者
に
関
す
る

調
査
を
適
切
に
実
施
し
た
上
で
行
う
こ
と
。
ま
た
、
特
定
被
害
回
復
給
付
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
給
付
金
が
本
法
に
規
定

す
る
対
象
被
害
者
に
適
切
に
支
給
さ
れ
る
よ
う
、
支
給
に
係
る
明
確
な
情
報
を
提
供
し
た
上
で
実
施
す
る
こ
と
。 

令

和

八

年

四

月

十

六

日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 



 
六 
来
日
外
国
人
の
預
貯
金
口
座
が
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
等
に
悪
用
さ
れ
る
事
例
が
多
数
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
口
座

管
理
の
強
化
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
金
融
機
関
を
指
導
す
る
こ
と
。
ま
た
、
海
外
を
拠
点
と
し
た
犯
罪
の
増
加
等
を
踏
ま
え
、

海
外
の
捜
査
機
関
と
の
連
携
を
一
層
強
化
す
る
ほ
か
、
技
術
の
進
展
等
に
よ
る
犯
罪
手
口
の
巧
妙
化
に
よ
っ
て
対
処
が
困
難

な
事
案
の
発
生
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
不
断
に
情
報
を
収
集
し
た
上
、
必
要
に
応
じ
て
法
制
度
面
も
含
め
検
討
を
行
い
、

万
全
の
対
策
を
期
す
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


